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項目 
柏 原 市 （開発指導要綱） 

適用範囲 この要綱は、本市域内において行われる開発行為等で次の各号に該当するものに適用する。ただし、水道施設については、

別に定める水道施設に関する要綱によるものとする。 

１.都市計画法第２９条による開発許可を要する開発行為。 

２. 開発区域面積が実測５００㎡以上の建築行為。ただし専用住宅は除く。 

３.住宅（住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む）戸数が２戸以上の建築行為（共同住宅、長屋、

寮を含む）。 

４.宅地造成等規制法第８条第１項又は第１１条の規定に基づく許可を要する宅地の造成行為。 

５. 建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づく道路位置指定申請を伴う開発行為等。 

６.開発事業等の完了後、１年以内に同一の開発者や同一の土地所有者が当該開発行為等の完了した区域及び隣接地において、 

継続する開発行為等。ただし、当該区域内で既に第三者に権利譲渡した土地が含まれていることを開発者側において証明す 

る書面（土地登記簿謄本）の提出があったものは、同条第３号に該当しないものとする。 

７.中高層建築物の建築行為 

宅地事業計画 １.開発者は、戸建住宅又は長屋住宅を建築する場合は、下記に定める敷地規模標準表によるものとする。 

         種別 

用途地域 
戸建住宅 長屋住宅 

第１種低層住居専用地域 １００㎡ ８０㎡ 

その他の用途地域    ７０㎡ ６０㎡ 

２.開発者は、共同住宅又は長屋住宅（次項の寮等を除く。）を建築する場合は、良好な環境を維持するため住宅１戸当たりの 

最小専用床面積は（バルコニー等は含まない）は２５㎡以上とする。 

３.開発者は、寮等を建築する場合は、住宅１戸当たりの最小専用床面積は２５㎡以上とする。ただし、居間、食堂、厨房等が 

共同して利用するために十分な面積を有する共同施設がある場合の住宅１戸当たりの最小専用床面 積は１８㎡以上とす 

る。 

４.前項の｢寮等｣とは、専用区画外に共同で利用する厨房が設備されている住宅をいう。 

協議・協定  ｢事前協議｣とは、本市域内で第３条各号のいずれかに該当する開発行為等を行おうとする者が、都市計画法、宅地造成等規

制法及び建築基準法に基づく申請等を行う前に、土地利用、公共公益施設の整備等に関して、市長及び水道事業管理者並びに

消防（署）長と協議し指導を受けることをいう。 

１.開発者は、開発事前相談申請書により、事前相談を申し出て、相談を行うものとする。 

２.前項の開発事前相談申請書には、施行細則に定める書類を添付するものとする。 

３.開発事前相談の有効期間は、意見提示後６ヶ月とする。 

４.開発者は、開発事前協議申請書により、事前協議を申し出て、協議を行うものとする。 

５.前項の開発事前協議申請書には、施行細則に定める書類を添付するものとする。 

６.開発者は、事前に開発区域の隣接居住者及び隣接地主との問題が生じないように努めると共に、問題が生じた場合は開発者 

の責任において解決するものとする。 

７.開発事前協議の有効期間は意見提示後１箇年とする。 

８.市街化区域において、第３条第１項第１号第２号第４号いずれかの開発行為等を行う場合は、事前相談を行い、相談終了後 

有効期間内に事前協議を行うものとする。 

９.第３条の各号に該当するものは事前協議を行うものとする。 

公共・公益施

設の負担 

開発者が、開発行為等を行う場合で、公共公益施設を設置又は改良するときは、この要綱及び施行基準に基づき施行するも

のとする。ただし、開発区域内に都市計画として決定されている都市施設又は整備計画のある公共公益施設がある場合には、

当該計画に適合した当該施設又は当該公共公益施設については、原則として開発者が整備するものとし、その経費について

は、市長と別途協議するものとする。 
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道 路 １.開発者は、開発行為等に伴う道路計画については、安全性、利便性にすぐれた生活道路の整備を推進するため、事前に市長 

と協議するものとする。    

２.開発区域内外において新設又は改良する道路については、付近の環境保全を確保し、道路の形態及び構造等は、施行基準に 

基づき施行するものとする。 

３.道路整備に当たっては、車両並びに歩行者の動態を推定し、通行の安全、災害の防止に十分配慮し、快適で安全な道路空間 

の創造を図るものとする。 

公 園 開発者は、開発区域面積が０．３ha以上の開発行為にあっては、開発区域内に開発区域の面積の３％以上の公園、緑地又は

広場（以下「公園等」という。）の用地を確保し、施行基準に基づき施行し、本市に帰属又は無償提供するものとする。な

お、算出した公園等の面積が１００㎡未満となるときは、１００㎡以上の公園等の用地を確保するものとする。 

上・下水

道 

この要綱は、本市給水区域内で行われる次の各号に掲げる開発行為等で、本市水道事業より給水を受けようとする下記の者

に対して適用する。 

１.アパート、売家、貸家、市場、事務所、工場、店舗、その他の施設を建設する者。 

２.前号のほか、特に上下水道事業管理者（以下「管理者」という）が必要と認める者。 

３.開発者は、連担する地域で工区を分けて連続又は継続して事業を実施する場合には、その全開発行為等について適用する。 

４.開発者は、河川、既設用水路（農業用水路を含む）を利用する場合は、水利権者及び排水施設の管理者等と協議のうえ、そ 

の機能を確保しなければならない。 

５.開発者は、開発区域外の用排水においても下水の排水に必要な施設の設置又は改修を必要とする場合は、原則として上流及 
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び下流もふくめて排水可能な地点まで施工するものとする。 

６.開発者は、排水施設の設置、改修に当たっては施行工基準に基づくものとし、水利権者及び排水施設の管理者等の同意を得 

たうえで、市長と協議するものとする。この場合において、当該水路の設置等に要する用地については、開発者の負担によ 

り買収し（私有水路敷を含む。）、協議により市に無償で譲渡するものとする。 

７.開発者は開発行為等の施行が原因により周辺地域の農作物等に被害を与えた場合は、開発者の責任において適切な処理を講 

じなければならない。 

８.開発者は、下流の排水施設の能力を十分考慮したうえで、開発区域外からの流入する雨水を含め、開発区域の規模等から想 

定される汚水量及び雨水量を支障なく処理できるよう計画するものとする。 

９.公共下水道の処理区域外において開発行為等を行う開発者は、原則として開発区域内に汚水処理施設を設置し、汚水、雑排 

水の放流について、放流先の利用状況、水質、水位、流量を十分把握し、下流の水利用上必要な措置を講じるものとし、水 

利関係団体及び排水施設の管理者と協議したうえで、市長及び地元区長と協議するものとする。 

１０.開発者は、下水道施設の設置又は改修に当たっては、施行基準に基づき整備するものとする。 

消防施設 開発者は、開発区域内に必要な消防水利施設を設置する場合は、同施設用地を確保し、施行基準に基づき施行し、本市に帰

属又は無償提供するものとする。 

２．市長は前項の設置に関し、開発区域内外にかかわらず、周辺の状況を考慮して必要な指示を与えるものとする。 

教育施設  

し尿処理

施設 

１.くみ取り方式 

ア．便槽は、雨水の浸入や地下水の浸透がない構造で施工するものとする。 

イ．便槽のくみ取り作業を容易にするため、設置場所を考慮するとともに、進入路についても幅員１ｍ以上確保するもの 

  とする。 

２.水洗方式 

し尿を水洗方式（し尿浄化槽）によって処理する場合は、大阪府浄化槽取扱指針等に基づき適正に処理するものとする。 

公害対策 開発者は、開発行為等を行う場合は、公害の発生を未然に防止するため、関係法令を遵守するとともに、事前に関係部局と

協議し、適切な措置を講じるものとする。 

文化財の保護 １.開発者は、埋蔵文化財包蔵地において開発行為等を行う場合は、事前に本市教育委員会と協議し、文化財保護法の手続を行 

うものとする。                                                                               

２.前項以外の地域で開発行為等を行う場合は、本市教育委員会と協議し、埋蔵文化財包蔵地存在確認試掘調査依頼書を提出す 

るものとする。 

その他の措置 （駐車場用地）                                                                                              １．

開発者は、次の各号の開発行為等を行う場合は、施行基準に基づき原則として駐車場及び駐輪場用地を開発区域内に確保す 

るものとする。 

２.戸建住宅等及び区分所有共同住宅を建築する場合は、原則として住宅１戸当たりにつき１台分以上の駐車場及び駐輪場用地 

を開発区域内に確保するものとする。ただし、商業地域、近隣商業地域及び駅周辺地における駐車場用地において 

  は、市長と別途協議するものとする。 

３.前項以外の住宅を建築する場合は、原則として住宅２戸当たりにつき１台分以上の駐車場用地を開発区域内に確保するもの

とする。ただし、入居者の保有する自動車の台数等を想定した結果、必要とする台数が住宅戸数の２分の１を下回る場合は、 

市長と別途協議するものとする。また、住宅１戸当たりにつき１台分以上の駐輪場用地を開発区域内に確保するものとする。 

４.店舗、遊戯場、工場、事務所等を建築する場合は、利用者の自動車、自転車が収容できる駐車場及び駐輪場用地を開発区域 

内における消防活動上支障のない場所に確保するものとする。 

 

（その他の公共公益施設） 

１.開発者は、開発区域面積の規模に応じて入居者の日常生活に必要な集会所、広報、通信施設等を施行基準に基づき開発者の 

負担において設置するものとする。 

施行改正年月

日 

昭和48年 9月25日施行 昭和52年 6月 1日改正 昭和55年 1月 1日改正 昭和58年 6月 1日改正 昭和63年 6月 1日改正 

平成 5年 6月25日改正 平成 8年 1月31日改正 平成10年 4月 1日改正 平成13年 4月 1日改正 平成15年 4月 1日改正 

平成16年10月 1日改正 平成17年 4月 1日改正 平成18年 4月 1日改正  平成25年 1月 1日改正 平成28年 4月 1日改正 

 


